
子どもの定期の予防接種  

【問合せ先】医務感染症課  ２３７－２５８７ 
 

・「○か月から○○か月に至るまで」とは、○か月の誕生日に相当する日の前日から○○か月の誕生日に相当

する日の前日までを指します。 

・「出生○週○○日後」とは、誕生日の翌日を１日後として算出します。 

・「○歳以上○○歳未満」とは、○歳の誕生日の前日から○○歳の誕生日の前日までを指します。 

・いずれの予防接種も、特別な理由なく対象年齢を外れると公費の対象とはなりませんのでご注意ください。 

 

予防接種名 対象年齢 接種開始時期 回数 標準的な接種間隔 

Hib（ヒブ） 

生後２か月 

から 

６０か月に

至るまで 

生後 2 か月から 

7 か月に至るまで 

※標準の開始時期 

４回 
初回 生後12か月に至るまでに27日以上の間隔で3回 

追加 初回 3 回目から 7 か月以上の間隔で 1 回 

生後7か月から 

12 か月に至るまで 
３回 

初回 生後12か月に至るまでに27日以上の間隔で2回 

追加 初回 2 回目から 7 か月以上の間隔で 1 回 

生後１２か月から 

６０か月に至るまで 
１回  

小児の 

肺炎球菌 

生後２か月 

から 

６０か月に

至るまで 

生後 2 か月から 

7 か月に至るまで 

※標準の開始時期 

４回 
初回 生後 12 か月に至るまでに 27 日以上の間隔で 3 回 

追加 生後12か月以降で、初回3回目から60日以上の間隔で1回 

生後7か月から 

12か月に至るまで 
３回 

初回 生後 12 か月に至るまでに 27 日以上の間隔で 2 回 

追加 生後12か月以降で、初回2回目から60日以上の間隔で1回 

生後12か月から 

24か月に至るまで 
２回 60 日以上の間隔 

生後24か月から 

60か月に至るまで 
１回  

 

予防接種名 対象年齢(カッコは標準的な接種時期) 回数（カッコは間隔） 備考 

ロタ 
ウイ
ルス 

ロタ 

リックス® 
（1 価） 

出生 6 週 0 日後から出生 24週 0 日後まで 

(1 回目：生後 2 か月、2 回目：生後 3 か月) 

2 回 

（27日以上） 

※1回目の接種は、 

出生 14 週 6 日後までに

終了することが望ましい

です。 

※どちらか一方のワクチ

ンを接種してください。 

ロタテック® 
（5 価） 

出生 6 週 0 日後から出生 32週 0 日後まで 

1 回目：生後 2 か月、2 回目：生後 3 か月、 

3 回目：生後 4 か月 

3 回 

（27日以上） 

Ｂ型肝炎 

生後 1 歳に至るまで 

1 回目：生後 2 か月、2 回目：生後 3 か月、 

3 回目：生後 7～8 か月 

3 回 

2回目：1回目から 27日以上 

3回目：1回目から139日以上 
 

四種混合（DPT-IPV） 

百日せき 

ジフテリア 

破傷風 

不活化ポリオ 

１期初回 生後２か月から 90 か月に至るまで 

(生後２か月～12 か月に至るまで) 

３回 

（20日以上） 
 

１期追加 生後２か月から 90 か月に至るまで 

(１期初回３回目接種後 12か月～18か月の間) 

１回 

（初回3回目から6か月以上） 

二種混合（DT） 

ジフテリア・破傷風 
２期 11 歳以上 13 歳未満 1回 

※小学 6年生に通知 

をお送りしています。 

単独不活化ポリオ 

１期初回 生後２か月から 90 か月に至るまで 

(生後２か月～12 か月に至るまで) 

3 回 

（20日以上） 

※経口生ワクチンを 

1回接種した方は、 

不活化ワクチン 2回 

目からの接種となり 

ます。 

１期追加 生後２か月から９０か月に至るまで 

(1期初回3回目接種後12か月～18か月の間) 

1 回 

（初回3回目から6か月以上） 

Ｂ Ｃ Ｇ 
生後 1 歳に至るまで 

(生後 5 か月～8 か月に至るまで) 
1 回  

 



※令和５年４月から 

定期接種化 

予防接種名 対象年齢（カッコは標準的な接種時期） 回数（カッコは間隔） 備考 

麻しん風しん混合 

（MR） 

麻しん単独 

風しん単独 

１期 生後 12 か月から 24か月に至るまで 1 回  

２期 平成２９年 4 月 2 日～平成３０年 4 月 1 日 

の間に生まれた方 ※令和５年度の対象 

＜幼稚園・保育園等の年長児相当＞ 

1 回 

※対象年齢の方に通 

知をお送りしていま 

す。 

水痘 
生後 12 か月から 36 か月に至るまで 

(1 回目は生後 12 か月～15か月の間) 

2 回 

(3か月以上) 

標準的な接種間隔は 

6か月～12か月 

日本脳炎 

１期初回 生後６か月から９０か月に至るまで 

（３歳） 

２回 

（6日以上） 

※1期追加の標準的な

接種間隔は、初回 2回目

接種後おおむね 1年 

※特例措置に該当する

方は、この限りではあり

ません 

１期追加 生後６か月から９０か月に至るまで 

（４歳） 

１回 

（初回2回目から6か月以上） 

２期   ９歳以上１３歳未満（９歳） １回 

☆日本脳炎定期予防接種の特例措置～積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方へ～ 

平成７年4月2日～平成19年4月1日生まれの方 

第２期（４回目まで）の接種が終了していない場合、２０歳になるまで（２０歳の誕生日の前日まで）の間に不足分を公費負

担で受けることができます。 
 

予防接種名 対 象 年 齢 ワクチン 回数 標準的な接種間隔 

子宮頸がん 

（ＨＰＶ） 

※ワクチンが 

３種類あるため、どれ

かを接種 

 

平成１９年 4 月 2 日 

～平成２４年 4 月 1 日 

の間に生まれた女子 

※令和５年度の対象 

＜小学 6 年生～高校 1 年生相

当＞ 

（標準的接種は中学 1 年生） 

 

※平成25年6月14日から積極的

勧奨は差し控えられていましたが、

接種による有効性が副反応のリス

クを明らかに上回ることが認めら

れたため、令和 3 年 11 月 26 日に

積極的勧奨の差し控えが終了しま

した。 

※交互接種（２回目以降、価数の異

なるワクチンの接種）については医

師と相談してください。 

サーバリックス® 

（2価） 
3 回 

【2回目】1 回目から 1 か月の間隔 

【3回目】1 回目から 6 か月の間隔 

※接種間隔の変更が必要な場合 

【2回目】1 回目から 1 か月以上の間隔 

【3回目】1 回目から 5 か月以上の間隔 

かつ 2 回目から 2か月半以上の間隔 

ガーダシル® 

（４価） 
3 回 

【2回目】1 回目から 2 か月の間隔 

【3回目】1 回目から 6 か月の間隔 

※接種間隔の変更が必要な場合 

【2回目】1 回目から 1 か月以上の間隔 

【3回目】2 回目から 3 か月以上の間隔 

シルガード® 

（9価） 

 

2 回 

1回目の接種を15歳

になるまでに受ける

場合 

【2回目】1 回目から６か月の間隔 

※接種間隔の変更が必要な場合 

【2回目】1 回目から最低 5 か月以上の間隔 

 5か月未満の場合は 3 回目の接種が必要 

3 回 

1回目の接種を15歳

になってから受ける

場合 

【2回目】1 回目から 2 か月の間隔 

【3回目】1 回目から 6 か月の間隔 

※接種間隔の変更が必要な場合 

【2回目】1 回目から 1 か月以上の間隔 

【3回目】2 回目から 3 か月以上の間隔 

医務感染症課では、子宮頸がん（ＨＰＶ）ワクチン接種後に症状が生じた方からの相談等に応じる「相談窓口」を設置しています。 

保健師等がきめ細かい支援をしておりますので、お気軽に医務感染症課の相談窓口にご相談ください。237-2587 

 

☆子宮頸がん（ＨＰＶ）ワクチンの定期予防接種の特例措置（キャッチアップ接種）～積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方へ～ 

〇平成9年4月2日～平成19年4月1日生まれの女子 

過去に合計３回の接種が完了していない場合、不足分を令和７年３月３１日までの間に、公費負担で受 

けることができます。 

  ※定期接種の対象に含まれている平成１９年４月２日～平成２０年４月１日生まれの方も、順次キャッチアップ接種の対象者と

なり、令和７年３月３１日まで接種できます。 

 

☆予防接種についての注意事項 

 ○予防接種の種類や指定医療機関などは変更になる場合があります。 

 ○定期の予防接種は個別接種になります。県内の指定医療機関に必ず電話等で予約をしてください。市内の指定医療機関について

は、次のページをご覧ください。 

 ○里帰り出産等の理由で県外の医療機関で定期の予防接種を希望する場合は、事前に医務感染症課までお問い合わせください。 

 ○接種の際は、母子健康手帳と予診票、住所が確認できる保険証などをお持ちください。 

 ◎ご不明な点がある場合や甲府市の予診票をお持ちでない方は、医務感染症課までお問い合わせください。  






